
鳥取市認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、鳥取市認知症カフェ運営事業費補助金（以下「本補助金」という。）につい

て、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 （交付目的）

第２条 本補助金は、認知症カフェを運営する団体又は個人（以下「団体等」という。）に対し、

補助金を交付することにより、認知症になっても住み慣れた地域で、安心して尊厳あるその人

らしい生活が継続できるようにするとともに、認知症の人の家族の介護負担を軽減することを

目的とする。

（定義）

第３条 この要綱において認知症カフェとは、認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集

い、専門家のアドバイスを得ながら、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等ができる活

動拠点をいう。

（補助対象事業）

第４条 本補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、認知症カフェのうち別

表第１に掲げる要件を全て満たすものをいう。ただし、同一年度において本補助金以外の国、

県又は市の公的支援（補助金等）を受けた事業は対象外とする。

（補助対象者）

第５条 本補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件をすべて満たす団体等とする。

⑴ 認知症の人やその家族に対する支援に関心を持ち、認知症カフェの開催を予定している市

内に所在する者であること。

⑵ 適切な事業運営ができると市長が認める者であること。

⑶ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に定め

る暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。

（申請者の資格）

第６条 本補助金の交付を申請することのできる者は、団体等の代表者とする。

（補助対象経費）

第７条 本補助金の交付の対象となる経費（以下、「補助対象経費」という）は、事業に直接必要

な経費であって、別表第２に掲げる経費（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び

地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入に係

る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）とする。た

だし、次の各号に掲げる経費を除く。

⑴ 団体等の運営に係る経費



⑵ 団体等の構成員に対する人件費及び謝礼

⑶ 団体等の構成員による会合の飲食費

⑷ 補助事業以外の経費と識別することが困難な経費

⑸ 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する費用

⑹ 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費

（補助金の額）

第８条 本補助金は、補助対象経費の合計額から利用者負担金、その他収入金額を控除した額に

１０分の１０を乗じて得た以内で算定し、次の各号に掲げる額の合計額（本補助金交付の初年

度までに、本補助金以外の国、県又は市の公的支援（補助金等）を受けて認知症カフェを開設

し、本補助金交付の初年度も運営している場合は、第２号に掲げる額は含めない。）を限度とし

て予算の範囲内で交付する。ただし、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切捨て

るものとする。

⑴ １団体等につき補助対象事業の開催回数に５，０００円（同一年度内１２回を限度とす

る。）を乗じて得た額

⑵ 本補助金交付の初年度に限り、開設経費として２０，０００円

 （交付申請の時期等）

第９条 本補助金の交付の申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。

２ 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号及び様

式第３号によるものとする。

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、申請書の提出にあたり、申請者において当該補助金

に係る仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請

時において当該補助金に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。

（承認を要しない変更）

第１０条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

⑴ 本補助金の増額

⑵ 本補助金の２割を超える減額

（着手届を要しない場合）

第１１条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は、同項第１号又は第２号に規定

する場合以外のすべての場合とする。

（実績報告の時期等）

第１２条 規則第１２条の規定による報告は、補助対象事業の完了の日から１４日を経過する日

と本補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の４月１０日とのいずれか早い日までに行わな

ければならない。

２ 規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第３号に掲げる書類は、様式第２号及び

様式第３号によるものとする。

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時点

で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る



仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からそ

の超える額を控除して報告しなければならない。

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額

が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超える場合は、交付決定控除税

額）を超える時は、様式第４号により速やかに市長に報告し、その返還命令を受けて、当該超

える額に対応する額を市に返還しなければならない。

（留意事項） 

第１３条 補助事業者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

⑴ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び鳥取市個人情報保護条例

（平成１４年鳥取市条例第３１号）の規定等を踏まえ、利用者及びその家族等の個人情報や

プライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務によって知り得

た秘密を漏らしてはならない。  

⑵ 茶菓等を提供する際には衛生管理に留意すること。  

⑶ 市民が認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。  

⑷ 本補助事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区別すること。

（雑則）

第１４条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、福祉部長が別に

定める。

   附 則

 この要綱は、平成２８年８月１日から施行し、平成２８年度の補助金から適用する。

   附 則

 この要綱は、平成３０年９月１４日から施行し、改正後の鳥取市認知症カフェ運営事業費補助

金交付要綱の規定は、平成２９年４月１日から適用する。

   附 則

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

   附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際、現に改正前の鳥取市認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱の規定に

基づき交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。



別表第１（第４条関係）

補助対象事業の要件

⑴ おおむね市内に居住する認知症の人とその家族を対象とすること。

⑵ 鳥取市内に１０人以上が活動できるスペースを設け、利用者が参加しやすいカフェ

の場づくりをすること。

⑶ ２か月に１回以上の頻度で開催し、１回あたりの開催時間は２時間以上とするこ

と。

⑷ 市民ボランティア（認知症キャラバンメイト及び認知症サポーター並びに市民等）

の積極的な参加を得て事業を実施すること。

⑸ 参加者から利用料等を徴収する場合は、おおむね飲食物等実費相当の負担とするこ

と。

⑹ カフェを運営するスタッフ数のうち、認知症の人及びその家族からの相談対応がで

きる人員（医療関係者、認知症キャラバンメイト等認知症に関する知見を有する者、

介護支援専門員又は介護保険の指定事業所で認知症の人の介護の業務に従事してい

る、若しくは認知症の人の介護の経験のある者、若しくは認知症の人の支援活動をし

ている者）を１名以上配置すること。

⑺ 地域包括支援センター、介護サービス事業者等、地域の関係者等と連携を図るとと

もに、地域の福祉関係者の協力を得ることで地域に開かれた場となるように努めるこ

と。

⑻ 鳥取市認知症地域支援推進員と連携し、円滑に事業を実施すること。

⑼ 認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。

⑽ 市が開催する認知症カフェに関する連絡会議に参加し、他の認知症カフェ等との連

携を図ること。

⑾ 市が補助対象となる認知症カフェの活動状況を公表することについて承諾するこ

と。

別表第２（第６条関係）

経費 内容

報償費 講師への謝金等

需用費

認知症カフェにおけるサービス提供に係るお茶、食材費等（酒

類、外食代、弁当代及び実費徴収額を除く。）、事務用品等の購

入経費、チラシ印刷代等 

役務費 切手及びはがき代、各種保険料等 

使用料及び賃借料 会場使用料等

備品購入費 机、椅子等 


